
税務・会計・会社法務に関わる実務家必携の専門誌税務・会計・会社法務に関わる実務家必携の専門誌

詳しくは次ページをご覧下さい。

税務・会計・会社法
企画と取材に
こだわった情報を、
「無駄なく」
「漏れなく」
「読みやすく」
お伝えします。

税務・会計・会社法の総合情報誌
週刊ティーアンドエーマスター／月曜発行／年間購読25,200円（税込）／B5判44頁／国税庁記者クラブ加盟誌／編集・発行：株式会社ロータス21／販売：新日本法規出版株式会社　 TEL 052-211-1525

ご紹介した内容は一部分です。無料見本誌請求、お問い合わせはこちらまで。

本　　社
総轄本部 〒460-8455　名古屋市中区栄1-23-20

東京本社 〒162-8407　東京都新宿区市谷砂土原町2-6
支　　社 札幌・仙台・東京・関東・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

お電話受付時間8:30～17:00（土・日・祝日を除く）

1こだわりこだわり 足で集めた情報にこだわります。
T&Amasterに掲載されるニュース記事
は、平均15年の取材経験を持つ記者
が、当局等に取材を行って執筆したも
のであり、T&Amasterにしか載っていな
い、あるいはT&Amasterに一番最初に
載る情報が満載です。他誌と比較して
いただければ、T&Amasterの取材力が
おわかりいただけるはずです。

最新ニュース

2こだわりこだわり 読みやすさにこだわります。
T&Amasterは、高度な
情報を読みやすく伝え
ることにこだわります。そ
のためにビジュアルをふ
んだんに使用したり、全
ニュース記事に「要約」
を載せるなど様々な工
夫をしています。 カラー特集

3こだわりこだわり “旬の” 企画にこだわります。
T&Amasterは、「読者の興味を引
く企画」にこだわります。専門誌とい
うと、ともすれば“お堅い”解説記事
が並びがちですが、T&Amasterで
は、実務家が本当に欲しい情報を
リサーチし、“旬の”テーマにこだわっ
た企画を心掛けています。税務紛
争ネタも積極的に取り上げます。 “税務マエストロ”によるQ&A

4こだわりこだわり 信頼性にこだわります。
T&Amasterでは、公的機関、課税当局
OB、立法担当者などを積極的に執筆者に
起用します。できるだけ当局の考えや、実
務の実態を正確にとらえた情報をお伝えす
るよう心掛けています。

解説・実務解説・著者例（順不同・敬称略） 税理士
　朝長英樹、税理士　品川克己／財務省主税局／企
業会計基準委員会／東京証券取引所自主規制法人

5こだわりこだわり「無駄なく」「漏れなく」「コンパクト」に
雑誌には自ずとページ数に限りがありますが、本誌で
はこれを「良さ」ととらえ、限られたページ数の中で、「無
駄なく」「漏れなく」、そしてお忙しい読者の皆様が効
率的に情報収集できるよう、できるだけ「コンパクト」に
情報をお伝えすることに注力します。例えば、株価表
など、当局HP等から容易に得られる情報はあえて掲
載せず、「fromインターネット」「月曜朝イチCHECK」
などのコーナーで要点を漏れなくお伝えしています。 用語解説

www.e-hoki.com/ta

6こだわりこだわり「オフィスで回し読みできる雑誌」にこだわります。
T&Amasterは、オフィスで皆様に購読してい
ただくことを想定し、実務経験の長いベテラ
ン～浅い方までが手に取れることができるコ
ンテンツ作りを心掛けています。このため、最
新情報、高度な情報を扱うだけでなく、新人
社員・職員の方でも読むことができるQ&Aや
ショート・ニュース、専門用語解説のコーナー
を設けるなど、コーナー立てを工夫しています。

7こだわりこだわり 税務、会計、会社法の“程良
い”バランスにこだわります。

T&Amasterには、税務、会計、会社法の3つの分野がありま
すが、税務を中心に置きつつ、会計、会社法の重要な情報も
漏れなく、他誌よりも早くお伝えしています。それぞれの分野は
相互に関連性も深いことから、例えば税理士の先生が会計
の最新情報を全く知らないというのは、プロとして好ましい姿と
は言えません。税務を専門とする実務家であれば、税務系記
事を中心に読んで頂きつつ、会計分野についてもザッと目を
通していただく。そんな使い方ができるのも、本誌の特長です。

会社法改正の記事

8こだわりこだわり コストパフォーマンスにこだわります。
T&Amasterは、他の専門誌に負けない高品質な
情報を提供しつつ、読者の皆様の経済的ご負担
を少しでも軽くするため、業界最安値の購読料を
維持しています。加えて過去に掲載された記事が
全て検索可能なウェブデータベースも追加料金
なしで利用でき、保存板として年2回本誌内容、
発表資料を収録したCD-ROMを専用バインダと
共にお届けします。

税務・会計・会社法の総合情報誌
税務・会計・会社法の総合情報誌

8 つの
こだわり。
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ビルやテナントの現物分配は非適格か
「預り保証金＝負債」と資産の現物分配を別取引と捉えるかどうかが鍵に

　法人税法上、適格現物分配は「内国法人
を現物分配法人とする現物分配のうち、そ
の現物分配により資産

4 4

の移転を受ける者が
……」と定義されている（法法2条十二の
十五）。この記述からは、負債の移転が伴う
現物分配は税制非適格となるように読める。
　負債の移転が伴う現物分配の例として挙
げられるのが、ビルやテナントの現物分配
である。ビルやテナントには「預り保証
金」が付きものであり、この預かり保証金
は「負債」に区分されるからだ。このため、
実務家の間では、この預り保証金が原因
で、ビルやテナントの現物分配が税制非適
格になるのではないかとの懸念がある。
　この点、財務省の当時の解説には、「現
物分配に伴う負債の移転、すなわち現物分
配による事業の移転は不可能ではないが、
①実例やニーズがない、②残余財産の全部
の分配については会社法502条その他の法

人法制上原則として債務を弁済した後でな
ければ残余財産の分配ができないため、現
物出資と異なり、現物分配に伴って行われ
る負債の移転と一体的に捉えて一取引と構
成することはされていない」旨の記述があ
る（平成22年度税制改正の解説211ページ）。
　この解説で注目されるのは、「現物分配
に伴って行われる負債の移転と一体的に捉
えて一取引と構成することはされていな
い」という部分だ。ここは、「負債と資産
の移転は別々の取引ととらえる」とも読め
るところであり、もしそうであれば、ビル
やテナントという「資産」の移転と、預り
保証金という「負債」の移転を別々の取引
ととらえ、資産の移転のみに着目して適格
判定が行われると考えることもできる。
　また、金銭と金銭以外の資産の両方が分
配される場合についての財務省の解説に
は、「残余財産の分配などにおいて、金銭
の分配と金銭以外の資産の交付を別々の取
引として捉えることになるものと考えられ
る」との記述もある（同211ページ（注）、
本誌368号7ページ参照）。資産と負債の関
係についてはここまで明確な解説はされて
いないものの、金銭と金銭以外の資産の現
物分配でこのような考え方がとられるので
あれば、負債と資産の現物分配においても
同様の考え方がとられる可能性はあると言
えよう。

税 務

預り保証金という「負債」の移転
が伴うビルやテナントの現物分配
は税制非適格の懸念あり。

財務省の解説には、「負債の移転と
一体的に捉えて一取引と構成する
ことはされていない」との記述。

金銭と非金銭資産の現物分配では
両者は別取引とされるため、資産
と負債でも同様に考える可能性。

テキストボックス
◉週刊T&Amaster   商品概要     https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_2531.html☎0120-6021-86 　見本誌請求  http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html　　　　　　　　　  立ち読みコーナー　http://www.lotus21.co.jp/ta

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_2531.html
http://www.lotus21.co.jp/ta
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租税回避の意図なしも移転価格税制適用
国内販売価格の下落で輸入価格を見直さないケース、所得の海外移転に

　今回の事案は、日本国内で青果物を販売
している内国法人Ｘ社（原告・納税者）
が、租税特別措置法66条の４にいう国外
関連者に該当する外国法人Ａ社から青果物
を輸入した取引について、原処分庁が独立
企業間価格と本件国外関連取引の対価との
差額をＸ社からＡ社に対する所得移転であ
ると認定し、移転価格税制を適用する更正
処分等を行ったもの。具体的には、青果物
の日本国内の販売価格下落によりＸ社が多
額の損失を計上する一方で、Ｘ社とＡ社間
で輸入価格の見直し交渉などが行われな
かった結果、Ａ社に利益が著しく偏ってい
たことが所得の海外移転とみなされ、移転
価格税制の適用につながっていた。
　納税者であるＸ社は、Ｘ社の営業利益の
減少は、日本国内の市況の変化等による売
上の大幅減が原因であって、その利益の減
少は移転価格の設定とは無関係な日本の特

殊要因によるものというべきであるから、
本件国外関連取引に移転価格税制上の問題
はなく、原処分庁の更正処分等は違法であ
る旨などを主張していた。
　東京地裁の定塚誠裁判長は、まず日本の
移転価格税制について、国外関連取引を通
じて所得の海外移転が認められる場合に、
当事者の脱税ないし租税回避の意図等を考
慮することなく、その取引価格を独立企業
間価格に引き直して課税所得を計算するこ
とにより、所得の海外移転を防止する制度
であるとの解釈を示した。
　そのうえで本事案については、市場価格
の変動は市場主義経済の下では常に生じる
ものであるから、そのような損失をもっ
て、ただちに市場の特殊要因により生じた
損失とは言い難いと指摘している。
　また、通常の独立企業間取引であれば、
需給等の変化により一方の当事者のみに多
額の営業損失が生じるような場合、取引価
格の改定や取引量の減少などをせずに従前
の条件のまま取引を継続することは通常は
考え難いことを指摘。その影響は少なから
ず他方の当事者にも及ぶものと考えられる
ことから、その損失を専ら日本側の輸入業
者であるＸ社に帰属させるべきとする合理
的な根拠は不明であるとして、原処分庁に
よるＸ社への移転価格税制の適用は適法で
あると結論付ける判決を言い渡している。

税 務

東京地裁は4月27日、輸入商品の
国内販売価格の下落で内国法人が
多額の損失を計上する一方で外国
法人に利益が著しく偏っていたこ
とを理由とした移転価格税制の適
用は適法と判断。

移転価格税制の適用に際し、脱税
や租税回避等の意図は考慮する必
要はないと指摘。

テキストボックス
◉週刊T&Amaster   商品概要     https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_2531.html☎0120-6021-86 　見本誌請求  http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html　　　　　　　　　  立ち読みコーナー　http://www.lotus21.co.jp/ta

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_2531.html
http://www.lotus21.co.jp/ta
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相続取得の土地への課税は二重課税か？
審判所、長崎年金事件の最高裁判決後に初めての判断

　最高裁が年金受給権に係る年金の各支給
額のうち被相続人死亡時の現在価値に相当
する部分は、所得税の課税対象とはならな
いと判断したのは記憶に新しいが（平成
22年7月6日、平成20（行ヒ）16）、この最
高裁判決を拠り所として、相続時までの土
地の値上がり益について相続税と所得税の
二重課税になるか争われた注目すべき裁決
があった。
　本件は、審査請求人が相続した不動産
（土地）の譲渡に係る所得税の確定申告を
した後、被相続人が取得した時から相続開
始時までの不動産の値上がり益相当額（約
1,300万円）は所得税法9条1項15号（現
16号）により非課税であるとして更正の
請求を行った。これに対して、原処分庁
は、所得税法60条1項1号は相続人が相続
により取得した資産を譲渡した段階で被相
続人の保有期間中の値上がり益をも含めて
課税を行うことを予定しているとして更正
処分を行ったものである。

　請求人は、土地の値上がり益の場合は、
相続時までの増加額という経済的価値が相
続税の課税対象額とその後の譲渡所得の課
税対象額に二度含まれることになるため、
同一の経済価値に対する相続税と所得税の
二重課税に該当すると主張したわけだ。
　審判所は、所得税法は相続により取得し
た資産の譲渡に関し、相続時までの値上が
り益について、相続税および所得税の双方
の課税ベースに含まれることを前提に、そ
の課税方法につき取得価額引継方式を採用
することにより納税者に一定の配慮をした
ものというべきであると指摘。所得税法
は、資産の譲渡による収入金額から被相続
人の取得費を控除した値上がり益につい
て、所得税を課すことを容認していると解
するのが相当であるとした。
　また、請求人が最高裁判決の趣旨から二
重課税に該当する旨を主張している点につ
いては、本件は、顕在化した資産の値上が
り益についての譲渡所得課税の適否が争わ
れているものであり、今回の判断が同判決
に反するものとはいえないとした。
　なお、審判所によれば、政府税制調査会
で公表された「最高裁判決研究会」報告書
（平成22年10月22日）においても、最高
裁判決の射程は相続税法24条によって評
価がなされる相続財産に限定されるとの旨
が明記されていると指摘している。

税 務

相続時までの土地の値上がり益に
ついて相続税と所得税の二重課税
となるかで争われた裁決で、審判
所は所得税を課すことを容認。

年金の二重課税の最高裁判決後、
国税不服審判所が初めて判断。同
種の事件に影響も。
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Maestro&Theme

ZeimuMaestro

#01
朝長英樹
（税理士法人アクト22
代表社員）

略歴
財務省主税局において、金融取引に係る法人税
改正（平成12年）・組織再編成税制の創設（平
成13年）・連結納税制度の創設（平成14年）など
を主導。
税務大学校研究部において、事業体税制等を研究。
平成18年7月に税務大学校教授を最後に退官。
日本税制研究所代表理事（平成19年3月～）、21
世紀政策研究所　研究主幹（平成19年4月～）、
参議院客員調査員（平成19年9月～20年2月）、
税理士法人アクト22代表社員（平成20年4月
～）、登録政治資金監査人（平成20年9月～）

100％子会社の
土地を親会社で有
効活用するための
移転の方法

#02
国際課税に潜む見落とされがち
なリスク

#02 Comming soon!
見落としがちな国際課税
のリスク

近年の国際課税に関する制度改正や、中国
進出企業の増加に伴い、国際課税上のリス
クは高まっている。国際課税の第一人者が
そのリスクを検証する。

今週のマエストロ
今週のマエストロ＆テーマ

次回のテーマ

税　　　務
マエストロ

ZMZMZMZM

Maestro

Maestro MaestroT A X  M a e s t r o

Maestro

朝長英樹
（税理士法人アクト22代
表社員、元財務省主税局）

税　　　務
マエストロ

税　　　務
マエストロ

T A X  M a e s t r o

本コーナーの趣旨

　組織再編成税制に対する税務調査が本格化
し、国際課税では巨額の追徴課税が相次いでい
ます。企業やそれを支える税理士等の実務家の
リスクは高まる一方ですが、その反面、組織再
編成税制や国際課税をはじめとする複雑な制度
に対応できる実務家は非常に少ないという現状
があります。こうしたなか、本コーナーでは、
税実務界の権威 “マエストロ” に、企業や実務
家が直面する実務的なテーマについてわかりや
すく解説してもらいます。まずは、企業や実務
家にとって最もクリティカルなテーマである組
織再編成税制、国際課税をとりあげ、隔週の
ペースで連載をスタートします。中小企業の組
織再編成や中国をはじめとする海外進出が相次
いでいるなか、これらの実務に携わってこな
かった税理士の方も、組織再編成税制や国際課
税を避けて通ることはできません。是非、毎回
お読みいただき、実務にご活用ください。

今回のテーマ

　100％子会社が有する遊休土地を親会社に
移転して有効活用を図りたいのですが、その場
合の税制上の取扱いはどうなりますか？

マエストロの解説

　グループ法人間で資産を移転して有効活用を
図りたいというニーズは、かなり広く存在して
いる。グループ法人間においては、一方の法人
から他方の法人にその資産を賃貸すれば済むと
いう場合も少なからずあるが、他方で、資産の
移転が容易に行い得るグループ法人間において
は、その資産を保有するに最も相応しい法人に
保有させて事業を行いたいというニーズも、当
然、存在する。

税
務
に
お
け
る
第
一
人
者
〝税
務
マ
エ
ス
ト
ロ
〟
に
よ
る
税
実
務
講
座

※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
　e-mail：ta@lotus21.co.jp
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　100％子会社が有する遊休土地を親会社に移
転して有効活用を図るというケースは、その典
型的な例といえる。
　以下、その税制上の取扱いについて、解説す
ることとするが、上記のようなニーズがあるグ
ループ法人において、参考としてもらえれば、
幸いである。
　解説にあたり、まず上記のような前提を置く
こととする。
　100％の資本関係にある法人間における資産
の移転に関しては、平成22年度改正（＊）に
よる「グループ法人税制」の創設等により、課
税関係を生じさせずに資産を移転できる方法が
増えることとなっており、税負担の観点から見
て合理的な選択をした場合とそうでない場合と
を比べてみると、大きな損得が生ずる結果とな
ることも、決して稀ではない。
（＊）資産の移転等に関するものは、基本的に

は、平成22年10月1日以後に行うものに適
用される。

　このため、特に100％の資本関係にある法人
間における資産の移転に関しては、その移転の
方法ごとにどのような課税関係となるのかとい
うことを良く確認した上で、どのような方法を
選択するのかということを決める必要がある。
　資産の移転は、通常、売買という方法によっ
て行われ、対価として金銭の授受が行われるわ
けであるが、グループ法人間で資産の移転が行
われる場合には、できるだけ金銭の授受が不要

となる方法が検討されるのが通例である。
　平成22年度改正前は、例えば、100％の資本
関係にある法人間において、金銭の授受を行わ
ずに済む方法として、資産の贈与（無償譲渡）
という方法を採った場合には、その贈与（無償
譲渡）をした法人にその資産の譲渡損益が計上
される（法法22②・③）とともにその資産の
時価相当額の寄附金があったものとされて寄附
金の損金算入限度額を超える金額が損金不算入
とされ（法法37①）、他方、その贈与（無償譲
渡）を受けた法人にその資産の時価相当額の受
贈益が計上されて益金となり（法法22②）、結
果的には、双方を合わせてみると、寄附金の損
金算入限度額を超える金額に相当する金額に対
する課税が二重となる、ということになってい
た。
　しかし、平成22年度改正後は、このような
資産の売買という方法を採った場合であって
も、二重課税が生じない仕組みとされており
（法法25の2、37②、61の13）、その他にも、
「適格現物分配」によって課税関係を生じさせ
ずに資産を移転することが出来るようになった
り（法法62の5）、無対価による分割型分割の
取扱いが整備された（法法2十二の九）ために
これを利用することが出来るようになったりし
ている。
　以下、100％子会社が有する遊休土地を親会
社に移転して有効活用を図るというケースにつ
いて、贈与（無償譲渡）、現物配当（適格現物

【図1】 無対価による合併①

※A社およびB社の株主である親会社に対する親会社株の割当てを省略
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【図2】 無対価による合併②

【図3】 無対価による会社分割①

【図5】 無対価による会社分割③

【図7】 営業権に関する議論は不毛？

【図表2】□□□□■□□□□■

【図2】特定医療法人化と本件相続の関係
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B支社
￥20

その他
￥40

100/150以上

80/150以上

（例）Ａ支社が
 ① 前年度の評価が良好
 ② 状況に大きな変化がない
 ③ 特に重要な事業拠点
      （本社）でない

【当年度】

【前年度】

Ａは評価対象外

（出典：金融庁）

寄　附　金 40 / 土　　　地 30
   譲　渡　益 10
譲渡損益調整損 10 / 譲渡損益調整勘定 10

土　　　地 40 / 受　贈　益 40 土　地 ：＋40　
利益積立金 40 / S　社　株　式 40 Ｓ社株式 ：増減なし（帳簿価額：60）
     利益積立金  ：±０

【図1】　

B/S
100% 土地

P社

S社

現　　金　　70　　資本金等　　50
土　　地　　30　　利益積立金　50

S社株式の帳簿価額：100
　  〃  　 時　　価：110
＊ 6年前にS社株式を購入

　　 土地の帳簿価額：30
　　　 〃　時　　価：40

【前提】　

B/S
100% 土地

P社

S社 現　　金　　70　　資本金等　　50
土　　地　　30　　利益積立金　50

P社

B/S
現　　　　金 　70 譲渡損益調整勘定 10
 資　本　金 50
 利益積立金 10

利益積立金 30 / 土　　　地 30
 

土　　　地 30 / 配　当　収　入 30 土　地 ：＋30　
     Ｓ社株式 ：－（帳簿価額：100）
     利益積立金  ：＋30

【図2】　

S社

P社

B/S
現　　　　金 　70 資 本 金 等  50
 利益積立金 20

資本金等 15 / 土　　　地 30
利益積立金 15

土　　　地 30 / 利益積立金 15 土　地 ：＋30　
資本金等 15  S社株式 30 Ｓ社株式 ：－30（帳簿価額：70）
     利益積立金  ：＋15
     資本金等  ：－15

（＊）分割前事業年度の簿価純資産価額を100、分割直前の資本金等の額を50とする。
　　・S社の減少する資本金等の額　15＝50×30／100（法令８①十五）
　　・S社の減少する利益積立金額　15＝30－15（法令９①十）

（＊）前提は、上記S社の場合と同様である。
　　・P社の増加する資本金等の額　－15＝15－（100×30／100）（法令８①六）
　　・P社の増加する利益積立金額　15＝30－（－15）－（100×30／100）（法令９①三）
　　・P社が保有するS社株式の減少額　30＝100×30／100（法令119の３⑪、119の８）

【図3】　

S社

P社

B/S
現　　　　金 　70 資 本 金 等  35
 利益積立金 35

（単位：百万円）

＊

＊
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読者専用ウェブサイトe-hokiの登録についての詳細は、今号の32頁をご覧ください。

T&Amasterのホームページ

当ページの記事は読者専用ウェブサイトに掲載されたニュースから、実務上、
知っておくべきものを掲載しています。

税
　
務

消費税の滞納残高は4,169億円、12年連続で減少
　国税庁が7月30日に公表した「平成23年度租税滞納状況について」によると、全
体の滞納残高は1兆3,617億円（前年度比△4.1％）と13年連続で減少。ピーク時
（平成10年度）の水準から半減したことが明らかとなった。国税庁が対応を強化して
いる消費税でみると、消費税の滞納残高は全税目で最も多い4,169億円（同△2.0％）
で全税目の30.6％を占める。消費税の滞納残高は12年連続で減少している。また、
新規発生滞納額でみても3,220億円（同△5.2％）と全税目に占める割合は53％と
最も高い。一方で、新規滞納発生割合（新規発生滞納額／徴収決定済額）をみると、
発生割合が最も高いのは申告所得税の4.8％であり、次いで消費税の3.2％。

会
　
計

子会社取得対価が高額な場合も臨時報告書を提出へ
　金融庁は7月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣
府令（案）」等を公表した（8月29日まで意見募集）。売上高等の小さな会社に係る
高額な対価による子会社取得について、金融商品取引法上の開示が行われていなかっ
たとの指摘を踏まえ、開示対象子会社の範囲を拡大し、臨時報告書の提出を求めると
いうもの。具体的には、①提出会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合で
あって、当該子会社取得の対価の額が提出会社の純資産額の15％以上となるとき、
②連結子会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、当該子会社取得
の対価の額が連結会社の連結純資産額の15％以上となるときが該当する。また、企
業内容等開示ガイドラインも見直し、子会社取得の対価の額には、株式または持分の
売買代金、子会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれる
ことを明確化。「一連の行為」には、子会社取得の目的、意図を含む諸状況に照ら
し、当該子会社取得と実質的に一体のものと認められる子会社取得が該当することを
明記する。平成24年10月1日から施行される予定。

サマリー情報は2種類、四半期決算短信様式等が公表
　東京証券取引所は7月30日、「四半期決算短信様式・作成要領」を公表した。四半
期決算短信（サマリー情報）の各様式は、将来予測情報の記載形式に応じ、「表形
式」および「自由記載形式」の2種類が公表されている。平成24年4月1日以後開
始する事業年度の第1四半期決算に係る四半期決算短信から適用される。
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7/30

国税庁は、平成23年度租
税滞納状況についてを公表
した。新規発生滞納額は、
6,073億円で前年度比
11.2％の減少、うち、消
費税は3,220億円で5.2％
の減少。最も新規発生滞納
額の多かった平成4年度の
32.1％レベルまで減少。

滞納発生ピークの3割

8/1

国税庁は、平成23年分贈
与税の修正申告書（別表の
付表）及び申告に係る課税
価格等及び更正の請求によ
る課税価格等（贈与税−付
表3）（震災に係る住宅取
得等資金の非課税の適用を
受けている場合の計算明細
書）を同庁HPに掲示した。

贈与税関連付表を公表

7/31

国税庁は、「公益的機能別
施業森林区域内の山林及び
立木の評価について」の一
部改正について（法令解釈
通達）（平成24年7月12
日）を公表した。森林法の
改正による森林施業計画か
ら森林経営計画への変更に
対応した内容等である。

森林法改正に伴う通達

7/30

国税庁は、地球温暖化対策
のための石油石炭税の税率
の特例等について（平成
24年7月）及び地球温暖
化対策のための課税の特例
Q&A（平成24年7月）を同
庁HPに掲示した。特定用
途石炭に係る石油石炭税の
軽減関係や記帳義務など。

地球温暖化対策税制

7/30

金融庁は、平成25年度税
制改正要望に係る御意見の
募集の結果について」を公
表した。日本版ISA（少額
投資非課税制度）の制度の
恒久化等をはじめ、38の
個人及び団体等から計
239件の様々な意見が寄
せられたとしている。

税制改正の意見結果

7/27

総務省は、固定資産の評価
の基準並びに評価の実施の
方法及び手続を定める件の
一部を改正する件（告示
286）を告示。税制改正を
踏まえ、償却資産の評価は
前年度の評価額から未経過
使用可能期間に応ずる減価
率を乗じて得た額を控除。

償却資産の評価を告示

7/27

国税庁は、相続税の申告書
（平成24年分用）及び相
続税の申告のしかた（平成
24年分用）を同庁HPに
掲示した。平成24年4月
分以降用とそれ以前の申告
書が一覧で取得できる。山
林納税猶予税額の計算書
（第8の3表）等の新設も。

相続税の申告書一覧

7/27

日税連は、第35回「日税
研究賞」受賞者の表彰を
行った。今回の日税研究賞
には、税理士、大学院生、
公務員などから、計44点
の応募があり、研究者の部
1点、税理士の部1点、実
務家の部1点の計3点の入
選があった。

日税研究賞の表彰
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　今回の会社法制の見直しに関する要綱案が
取りまとめられるうえで、大きな論点となっ
たのは、社外取締役の義務付けの可否であ
る。最終的には、社外取締役の義務付けは行
わず、社外取締役を置いていない監査役会設
置会社（公開会社であり、かつ大会社）のう
ち、有価証券報告書を提出する株式会社につ
いては、その理由を事業報告に開示すること
とされた。
　ただし、社外取締役に関しては、要綱案に
おいて、取引所の規則で上場会社は取締役で
ある独立役員を1人以上確保するよう務める
旨の規律を設ける必要があるとの附帯決議が
付されている。流れとしては、オリンパスの
粉飾決算事件などもあり、上場会社であれ

ば、社外取締役を1人以上確保する方向と
なっている。直近での義務付けはないもの
の、将来的な課題として検討すべき事項とい
えそうだ。
子会社の社外監査役にはなれず
　前述のように、社外取締役の義務付けは見
送られたものの、社外取締役および社外監査
役の要件は厳しくなるので注意を要する点だ
（表参照）。
　たとえば、社外取締役および社外監査役と
もに親会社の関係者でないものであることが
要件に追加される。
　社外監査役については、現行でも監査役設
置会社の場合は、監査役が3名以上でこのう
ち半数以上は社外監査役とされているため、

　法制審議会は9月にも総会を開催し、会社法制部会が取りまとめた「会社法制の見直しに関
する要綱案」を決定する。順調にいけば、秋に予定されている臨時国会に会社法改正案を提出
する見込みだ。今回の要綱案に盛り込まれた内容は、大きく「企業統治の在り方」「親子会社
に関する規律」「その他」で構成されている。
　改正内容は多岐にわたるが、なかでも企業が早急に対応すべき項目がいくつかある。たとえ
ば、社外取締役に関しては義務付けが見送られたものの、社外取締役および社外監査役の要件
は厳しくなる。現行の社外取締役等に要件が抵触してしまうケースも想定される。また、中小
企業にとっても影響のある改正が要綱案に盛り込まれている。
　特集では、事前の対応が必要になってくる会社法改正の項目に焦点を当て、紹介する。

社外監査役等の要件追加で親会社の人事政策に影響が！

新しい会社法改正、
企業が対応すべき項目は？

社外監査役、多重代表訴訟、会計監査役登記は早急な対応が必要
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◦10,290円
◦10,290円（税込）
◦10,290円（税抜価格9,800円）
◦10,290円（うち税490円）
◦10,290円（税抜価格9,800円、税490円）
※税込みの支払総額が表示されていれば、
本体価格や税額の明示も可能

消費者が最終価格を誤認しなければOK
　この総額表示に関しては、さまざまな要望
が中小企業団体等から寄せられている。総額
表示の廃止を求める意見もあれば、維持すべ
きとの意見もある。この点、政府では、現行
の総額表示の義務付けを維持しつつ、値札や
レジシステムの変更などのコストや事務負担
を軽減する観点から弾力的な運用を認める方
針だ。たとえば書籍では、本体には「本体価
格○円＋税」などと記載する一方、書籍に挟
んでいる短冊（売上スリップ）には総額が表

示されている（参考）。今回もこのような書
籍の例と同様、消費者が最終的な支払額が分
かるような代替的な措置を講じていれば、最
終的な支払額を誤らせないための措置として

【図表2】端数処理の特例による税額計算

（出典：財務省）

（参考）書籍の短冊

総額表示

総額表示

（参考）□□□□■□□□□■□□□□■

原則的な計算

198円×千回×5/105
　　＝9,428.571…円

総額表示

内税方式のレジ

外税方式のレジ

スーパー○○
平成24年4月1日（日）17：18 端数処理の特例による売上税額

9,000円

198円×5/105=9.428…円
　　　→9円×千回=9,000円

※売上税額の計算の特例（期限なし）
　税込表示価格を基にレジ計算をしている
場合（「表示価格」=「請求金額」）には、レ
シートに表示した消費税額（円未満の端数
処理後）の積上げ計算が認められている。

スーパー○○が同じ取引を千回
行った場合の売上税額の計算

××百貨店が同じ取引を千回
行った場合の売上税額の計算

1× 198単
198
198

 9）
198
0

カップ麺
合　計

（内消費税5％
現金お預かり
お釣り

レジ：a.yamada

××百貨店
平成24年4月1日（日）17：18

1× 189単
189
189

 9
198
198
0

カップ麺
小　計

消費税（5％）
合　計

現金お預かり
お釣り

レジ：tnozaki

売上税額 9,428円

19年3月末で廃止された端数処理の
特例による売上税額　　　9,000円

189円×5/100=9.45円
　→9円×千回=9,000円
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9,000円
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　　　→9円×千回=9,000円

※売上税額の計算の特例（期限なし）
　税込表示価格を基にレジ計算をしている
場合（「表示価格」=「請求金額」）には、レ
シートに表示した消費税額（円未満の端数
処理後）の積上げ計算が認められている。

スーパー○○が同じ取引を千回
行った場合の売上税額の計算

××百貨店が同じ取引を千回
行った場合の売上税額の計算

1× 198単
198
198

 9）
198
0

カップ麺
合　計

（内消費税5％
現金お預かり
お釣り

レジ：a.yamada

××百貨店
平成24年4月1日（日）17：18

1× 189単
189
189

 9
198
198
0

カップ麺
小　計

消費税（5％）
合　計

現金お預かり
お釣り

レジ：tnozaki

売上税額 9,428円

19年3月末で廃止された端数処理の
特例による売上税額　　　9,000円

189円×5/100=9.45円
　→9円×千回=9,000円

補充注文カード
貴　店　名

年　　月　　日

書　　名 発　行

発　売

◯◯◯◯
◯◯◯◯

FAX TEL

部数　　　　　冊

ロ
ー
タ
ス

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

○
○
図
書
〇
三

－

〇
〇
〇
〇

－

〇
〇
〇
〇

〇
三

－

〇
〇
〇
〇

－

〇
〇
〇
〇

21

定価
2520円
税率5％

定価
2,520円（5％税込）
　（本体2,400円）

0000000000000

IS
B
N
000-0-0000000-0-0

C
0000 ￥

2400E

補充注文カード
貴　店　名

年　　月　　日

書　　名 発　行

発　売

◯◯◯◯
◯◯◯◯

FAX TEL

部数　　　　　冊

ロ
ー
タ
ス

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

○
○
図
書
〇
三

－

〇
〇
〇
〇

－

〇
〇
〇
〇

〇
三

－

〇
〇
〇
〇

－

〇
〇
〇
〇

21

定価
2520円
税率5％

定価
2,520円（5％税込）
　（本体2,400円）

0000000000000

IS
B
N
000-0-0000000-0-0

C
0000 ￥

2400E

198円
（税込）

198円（税込） （198円）
税込価格から計算

税抜価格から計算
（189円）

テキストボックス
◉週刊T&Amaster   商品概要     https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_2531.html☎0120-6021-86 　見本誌請求  http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html　　　　　　　　　  立ち読みコーナー　http://www.lotus21.co.jp/ta

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_2531.html
http://www.lotus21.co.jp/ta


		 	No.461		2012.7.30 5

東京高裁、原審を支持し旧プレー権と新プレー権の同一性を認める

控訴。また、新プレー権の取得費は取得日の
時価である90万円である旨を主張していた

国側も控訴。控訴審では、このゴルフ会員権
の取得費が改めて争われることとなった。

福田裁判長、双方の控訴を棄却
　東京高裁第1民事部の福田剛久裁判長は、
ゴルフ会員権③の取得日は納税者がゴルフ会
員権①を取得した昭和61年であると判断し
たうえで、納税者の請求を一部認容した原審
判決を支持。取得費は、入会金相当額である
380万円であると判断したうえ、納税者・国
双方の控訴を棄却する判決を言い渡してい
る。なお、福田裁判長の判断内容を図解する
と、上記のようなかたちとなる。

　福田裁判長は、納税者が取得したゴルフ会
員権②について、預託金会員から株主会員へ
の転換にあたり、新たな入会金の支払いや入
会手続き等が執られていないことを指摘。プ
レー権や年会費等納入義務は、ゴルフ会員権
①からゴルフ会員権②に引き継がれたものと
解するのが相当であるとした。また、ゴルフ
会員権①のプレー権とゴルフ会員権②のプ
レー権とで優先的利用施設の範囲が異なる点
については、従前使用できた施設の一部が使

（出典：政府税制調査会）

【図表１】平成23年度税制改正法案（国税）に係る法的手当て

【図表2】平成23年度地方税法改正案に係る法的手当て

①　税理士のノウハウや顧問先との信頼関係は、当該税理士個人に帰属し、一身専属性の高いも
のであり、税理士とその顧問先が両者の委任契約の上に成り立っていることからすれば、当該
税理士を離れて営業組織に客観的に結実することにはなじまない
②　請求人の補助税理士は、請求人から事業を承継する税理士Aのみであり、かつ、事業承継時
においてAに引き継がれた従業員はいなかったのであるから、当該事業承継では補助税理士及
び従業員と顧問先との関係は生じない
③　税理士事務所独自のノウハウ、これと税理士や従業員等が一体となって行われる運営、その
他、超過収益を稼得できる無形の財産的価値を有していた旨の請求人の主張については、請求
人から具体的な主張や証拠の提出はなく、請求人が経営していた税理士事務所に超過収益を稼
得できる無形の財産的価値があったと客観的に認めることができない
④　請求人が経営する税理士事務所において、譲渡所得の基因となる資産としての営業権若しく
はこれに類する権利が存在していたことを認識することはできない

税理士の事案（棄却・平成22年6月30日裁決）の審判所の判断（要旨）

　平成22年度税制改正による連結納税制度の見直しでは、親会社に長期（5年超）100％保有され
ている法人、親法人または100％子法人により設立された法人、適格株式交換による完全子法人等に
ついては、連結納税の開始・加入前に生じた
欠損金について、当該子会社の個別所得金
額を限度として利用できることになった。
　従来は、子会社が持っていた欠損金につ
いては、連結納税開始・加入時に切り捨て
られ、企業側が連結納税制度を適用する際
のネックとなっていたものである。

連結納税グループ

親会社

子会社

長期間
（5年超）
100％

（出典：経済産業省）

連結納税開始・加入前の子会社の欠損金も利用可能に

100％グループ内の譲渡取引等に係る損益も繰延べ可能に

欠損金使用可

欠損金切捨て 欠損金使用可に

親会社

子会社1
（親会社の100％子会社）

工場の土地・建物を譲渡
（出典：経済産業省）

子会社2
（親会社の100％子会社）

　平成22年度税制改正によるグループ法人税制の整備では、100％資本関係のある国内会社間の
グループ内取引等については、連結納税制度と同様、グループ内の資産の譲渡取引において生ずる
損益については課税を繰り延べることとされた。

◆対象資産
固定資産、土地、有価証券、金銭
債権、繰延資産（売買目的有価証
券、帳簿価額1,000万円に満たな
い資産を除く。連結法人間の譲渡
損益調整資産と同範囲）

課税を繰り延べ

　本件終身入居金は、月々の管理費、食費、水道光熱費等に係る部分を除き、入居者に対し、終
身にわたり、原告の施設を利用させ、介護を提供すること等の役務に対する対価としての機能を
有する一方、当該役務を提供すべき期間は、入居者の死亡、当事者の解約の申出等の不確定な事
情によって定まり、また、当該契約がこれらの事情によって中途で終了し、当該役務を提供すべ
き義務が将来に向かって消滅した場合でも、短期解約返済条項の適用があるときを除き、中途終
了返済条項の定める額以外の額は、その返還を要しないという点に特徴がある。

終身入居金の特徴

法基通2－1－41（保証金等のうち返還しないものの額の帰属の時期）
　資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、当該金額の
うち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこ
ととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入する
のであるから留意する

【参考】

　本件インセンティブ配分額を含む損益配分は、構成員ごとに計算され、各構成員の資本勘定に記
帳されるが、これは単なる内部計算にすぎず、配当支払請求権として独立した債権として成立して
いるものではなく、本件 LLC契約の規定に基づき構成員が払戻しの選択をした時に、配当金支払
請求権は債権として成立すると解するべきである。
　そして、本件 LLC契約にかかる契約書4.03（a）条が、インセンティブ配分額を含む資本勘定の
払戻しについて、本件 LLCに対して書面により払戻しの請求を行うこととされ、さらにマネージ
ング・メンバーは当該払戻しが契約上あるいは法令上の制限を阻害しない限りにおいて払戻しに
応ずることとされているから、本件インセンティブ配分額の払戻しに当たり、マネージング・メン
バーの承認を要することは明らかである。
　したがって、本件LLCにおいては、払戻しの金額をマネージング・メンバーが承認することに
より、配当の効力が生じるとともに配当所得にかかる収入金額が確定するものと解すべきである。

権利確定主義に係る請求人の主張

○平成23年度税制改正法
案（所得税法等の一部を
改正する法律案）を修正
し、存置する法律案

税制抜本改革の一環をなす改正

個人所得課税
給与所得控除の上限設定、特定支出控除の見直し、短期勤務の役員退職金課税の見直し
（これらは所得税の改正が自動影響）、個人住民税における成年扶養控除（33万円）の縮
減（低所得者・障害者等は存続）、個人住民税における退職所得の10％税額控除の廃止

法人課税 実効税率を5％引下げ、課税ベースの拡大等、中小法人に対する軽減税率の引下げ
（18％→15％）、中小企業関係租特の見直し（これらは法人税の改正が自動影響）

政策税制の拡充等
雇用促進税制等政策税制の拡充、寄附金税制の拡充、航空機燃料譲与税の譲与割合の引上げ、
国税の見直しにあわせた更正の請求期間の延長等  、租税罰則の見直し

税負担軽減措置等
●単純延長　心身障害者を多数雇用する事業所に係る不動産取得税の軽減　等
●拡充の上延長　都市再生特別措置法に規定する認定事業者が取得する不動産に係る特例　等
●縮減の上延長　肉用牛の売却による農業所得の課税の特例、Jリート・SPCに係る課税標準の特例　等

経済社会の構造の変化に
対応した税制の構築を図
るための所得税法等の一
部を改正する法律案（平
成23年６月10日修正）

○別途の新たな法律案とし
て国会に提出

現下の厳しい経済状況
及び雇用情勢に対応して
税制の整備を図るための
所得税法等の一部を改
正する法律案（平成23
年６月10日国会提出）
⇒平成23年６月22日可
　決・成立、６月30日公布

※　点線囲みの部分は平成23年度税制改正法案（「所得税法等の一部を改正する法律案」）を修正し、存置する法律案（「経済社会の構造の変
化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」）に盛り込まれた改正項目。これら以外は、「現下の厳しい経済状況
及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に盛り込まれた改正項目。

※　平成23年10月28日の内閣修正により、施行日が修正されたほか、納税者権利憲章の策定等に係る規定および新たな税務調査手
続の追加に係る規定が削除された。

（出典：総務省資料に基づき編集部が作成）
※　点線囲みの部分は現在国会で審議中の平成23年度税制改正法案（「地方税法等の一部を改正する法律案」）を修正し、存置する法律案
（「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」）に盛り込まれた改正項目。これら以外は、
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれた改正項目。

【図表1】平成23年度税制改正法案に係る法的手当て

【図表2】平成23年度地方税法改正案に係る法的手当て

平成23年度税制改正法案（平成23年1月25日　国会提出）

税制抜本改革の一環をなす改正（附則104条第3項と方向性を共有）

政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化

個人所得課税 （給与所得控除の上限設定、特定支出控除の見直し、成年扶養控除の縮減（低
得者・障害者等は存続）、短期勤務の役員退職金課税の見直し）

法人課税 実効税率を 5％引下げ、課税ベースの拡大等、中小法人に対する軽減税率の引
下げ（18%→15%）、中小企業関係租特の見直し）

平成23年度税制改正法案（平成23年1月28日国会提出）

税制抜本改革の一環をなす改正

個人所得課税
（給与所得控除の上限設定、特定支出控除の見直し、短期勤務の役員退職金課税の見直し
（これらは所得税の改正が自動影響）、個人住民税における成年扶養控除（33 万円）の
縮減（低所得者・障害者等は存続）、個人住民税における退職所得の10％税額控除の廃止）

法人課税 （実効税率を 5％引下げ、課税ベースの拡大等、中小法人に対する軽減税率の引下
げ（18％→15％）、中小企業関係租特の見直し（これらは法人税の改正が自動影響））

政策税制の拡充等
雇用促進税制等政策税制の拡充、寄附金税制の拡充、航空機燃料譲与税の譲与割合の引上げ、
国税の見直しにあわせた更正の請求期間の延長等  、租税罰則の見直し

税負担軽減措置等
●単純延長　心身障害者を多数雇用する事業所に係る不動産取得税の軽減、協定銀行が破綻金融機関
等の事業の譲受けにより取得する不動産に係る非課税　等
●拡充の上延長　都市再生特別措置法に規定する認定事業者が取得する不動産に係る特例　等
●縮減の上延長　肉用牛の売却による農業所得の課税の特例、鉄道事業者等が取得した新規製造車両
に係る特例、Jリート・SPCに係る課税標準の特例　等

資産課税 （相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し、贈与税の税率構造の緩和、精算課税の対象拡大（孫））

消費課税 （地球温暖化対策のための税の導入（石油石炭税の税率の上乗せ））

雇用促進税制等政策税制の拡充、寄附金税制の拡充、納税者権利憲章の策定等国税通則法の抜本改正  、その他納税者
利便の向上、課税の適正化等、年金所得者の申告不要制度の創設、航空機燃料税の税率引き下げ、租税罰則の見直し等

●単純延長　住宅用家屋の保存・移転登記の登録免許税の軽減、農林漁業用A重油の石油石炭税の免税・還付　等
●拡充の上延長　離島に係る航空機燃料税の税率軽減、中小法人に対する税率軽減（本則 22％→特例 18％）　等
●縮減の上延長　肉用牛の売却による農業所得の課税の特例、公害防止用設備の特別償却、e-Tax による申告の所得税額控除　等

（出典：財務省資料に基づき編集部が作成）
※　点線囲みの部分は現在国会で審議中の平成23年度税制改正法案（「所得税法等の一部を改正する法律案」）を修正し、存置する法律案（「経
済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」）に盛り込まれた改正項目。これら以外は、
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれた改正項目。

（出典：総務省資料に基づき編集部が作成）
※　点線囲みの部分は現在国会で審議中の平成 23年度税制改正法案（「地方税法等の一部を改正する法律案」）を修正し、存置する法律案（「経
済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」）に盛り込まれた改正項目。これら以外は、
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれた改正項目。

期限切れ租税特別措置の延長等
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）

【図表3】積み残し部分の平成23年度税制改正法案（「経済社会の構造の変化に対応した税制の構造を図
　　　　  るための所得税法等の一部を改正する法律案」）の取扱いについて

政府修正案（10月28日修正）▶法人課税
• 実効税率を5％引下げ（法人税率30％→25.5％）
• 課税ベースの拡大等　－減価償却の見直し
　　　　　　　　　　　－欠損金繰越控除の見直し
　　　　　　　　　　　－研究開発税制の見直し　等
•中小法人に対する軽減税率の引下げ（18％→15％）
•中小企業関係租特の見直し

▶資産課税
• 相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し　等
•贈与税の税率構造の緩和、精算課税の対象拡大（孫）

▶消費課税
• 地球温暖化対策のための税の導入（石油石炭税の税率の上乗せ）

▶納税環境整備
• 税務調査手続（現行の運用上の取扱いを「法令上明確化」）
•更正の請求期間の延長
•理由附記等

▶個人所得課税
• 給与所得控除の上限設定
•特定支出控除の見直し
•成年扶養控除の縮減（低所得者・障害者等は存続）　等

（出典：政府税制調査会資料に基づき編集部作成）

（出典：財務省資料に基づき編集部が作成）

（出典：原審判決文・控訴審判決文に基づき編集部が作成）

税制抜本改革の一環をなす改正（附則104条3項と方向性を共有）

政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化

個人
所得課税

給与所得控除の上限設定、特定支出控除の見直し、成年扶養控除の
縮減（低得者・障害者等は存続）、短期勤務の役員退職金課税の見直し

法人課税 実効税率を5％引下げ、課税ベースの拡大等、中小法人に対する
軽減税率の引下げ（18%→15%）、中小企業関係租特の見直し

資産課税 相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し、贈与税の
税率構造の緩和、精算課税の対象拡大（孫）

消費課税 地球温暖化対策のための税の導入（石油石炭税の税率の
上乗せ）

雇用促進税制等政策税制の拡充、寄附金税制の拡充、 納税者権利憲章の策定等国
税通則法の抜本改正 、その他納税者利便の向上、課税の適正化等、年金所得者の
申告不要制度の創設、航空機燃料税の税率引下げ、租税罰則の見直し等

●単純延長　住宅用家屋の保存・移転登記の登録免許税の軽減、農林漁
業用A重油の石油石炭税の免税・還付等
●拡充の上延長　離島に係る航空機燃料税の税率軽減、中小法人に対す
る税率軽減（本則22％→特例18％）等
●縮減の上延長　肉用牛の売却による農業所得の課税の特例、公害防止
用設備の特別償却、e-Taxによる申告の所得税額控除　等

期限切れ租税特別措置の延長等

平成23年度税制改正法案（平成23年1月25日国会提出）

国会成立
（11月30日）
12月2日公布

法案から削除

【図】図解でみるゴルフ会員権の会員形態と取得費
昭和61年

・預託金制の
ゴルフ会員
権を取得

平成11年

・株主会員制
のゴルフ会
員権に転換

平成13年

・更生計画
認可決定

平成14年

・旧株式の無償消却
・新株式の取得
・プレー権は存続

平成17年

・新株式と
新プレー
権を譲渡

適
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ゴルフ会員権① 株式へ
転換

引き継ぎ

同一性
あり

引き継ぎ

同一性あり

更生計画により
プレー権と分離

＋

ゴルフ会員権②

＋ ゴルフ会員権③

新株式

プレー権
（Xコースのみ）

預託金

プレー権
（Xコース・
Yコース）

プレー権
（Xコースのみ）

旧株式

預託金
1,520万円

旧株式
（預託金と相殺）
600万円

無償消却
0円

新株式
28万円

預託金の
返還（現金）
920万円

入会金
380万円 380万円

新プレー権
（ゴルフ会員権③）

の取得費

新株式の取得費

28万円
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家屋・土地の収用で措置法重複適用可
家屋譲渡へ特別控除適用後の譲渡益に長期譲渡所得の軽減税率適用

　措置法33条の4（収用交換等の場合の譲
渡所得等の特別控除）と措置法31条の2
（優良住宅地の造成等のために土地等を譲
渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例）
の適用については、①同一の収用事業で土
地と家屋が買い取られた場合、一方の資産
について措置法33条の4の規定を適用し、
他方の資産については措置法31条の2の規
定の適用をそれぞれ受けることができるか、
②適用を受けることができる場合、特別控
除の順序がどのようになるかが疑問となる。
具体的には、次のような事例が考えられる。

　Aは、県の収用事業のため、自己の所有す
る貸付用の建物およびその敷地が買い取ら
れ、建物の譲渡益が6,000万円、土地の譲
渡益が8,000万円生じたケースで、建物の
譲渡益について措置法33条の4を、土地の
譲渡益について措置法31条の2がそれぞれ
適用できるか。

　個人が所有期間5年を超えるものを譲渡

した場合、その譲渡が優良住宅地等のため
の譲渡に該当する場合には、その譲渡によ
る譲渡所得について措置法31条の2の規定
を適用することができるが、その有する土
地等につき、措置法33条〜 33条の4まで
の規定の適用を受けるときには、その土地
等の譲渡は、優良住宅地等のための譲渡に
該当しないものとみなされている（措置法
31の2④）。しかし、同一の収用事業につ
いて、土地と家屋が買い取られた場合につ
いては、一方の資産につい措置法33条の4
の適用を受け、他方の資産はこの特例の適
用を受けなければ、その他方の資産につい
ては、「個人が、その有する土地等につき、
措置法33条の4の適用を受けていない」こ
ととなり、措置法31条の2の適用を受ける
ことが可能となる。また、特別控除額の控
除の順序は、「適用税率が異なる資産の譲
渡がある場合の譲渡所得の計算」に関する
措置法通達31−1（3）が、適用税率の低い
譲渡益が残るように取り扱うとしている。
　したがって、事例の場合は、建物等の譲
渡について措置法31条の2の適用がないこ
とから、家屋に係る譲渡について措置法
33条の4を適用し、その適用後の譲渡益
9,000万円（6,000万円＋8,000万円−5,000
万円）が土地の譲渡益8,000万円からなる
ものとして、その譲渡益に対し措置法31
条の2を適用することが可能となる。

税 務

同一収用事業での家屋・土地の譲
渡益に、特別控除と長期譲渡所得
の軽減税率がそれぞれ適用可能。

一方の資産に措置法33条の4の適
用受けなければ、その資産は31条
の2の適用要件満たす。

特別控除額の控除の順序は、措置
法通達31−1（3）に定め。
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米国LPSからの分配金（損失）の
所得区分─LPSの「法人」該当性─
名古屋地裁平成23年12月14日判決（平成19年（行ウ）第50号ほか）

（1）本件は、原告（Xら4名）、処分行政庁（3
庁）、所得税の年分（平成13年分ないし同17年
分）、課税処分の日付等の違いにより、A事件な
いしF事件の6事件（以下「本件各事件」とい
う。）に区分される。本件各事件に共通するの
は、Xら投資家が、外国信託銀行を受託者とする
信託契約を介して出資したLPS（米国デラウェ
ア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法
（以下「州LPS法」という。）に準拠して組成さ
れるリミテッド・パートナーシップ、以下「本件
LPS」という。）が行った米国所在の中古集合住
宅（以下「本件建物」という。）の貸付けに係る
所得（損失）が所得税法26条1項所定の不動産
所得に該当するとして、その減価償却等による損
失と他の所得との損益通算をして所得税の申告又
は更正の請求をしたところ、各処分行政庁から、
当該所得は不動産所得に該当せず損益通算ができ
ないとして、それぞれ、所得税の更正処分及び過
少申告加算税の賦課決定処分又は更正の請求に対
する更正をすべき理由がない旨の通知処分（以下
一括して「本件各処分」という。）を受けたこと
から、Xらが、国（被告）に対し、本件各処分の
取消しを求めているものである。
（2） Xらの本件LPSに対する投資内容（投資
契約）は、それぞれの取引銀行や契約方法等に
よって異なることになる。その代表的なスキーム
（以下「本件スキーム」という。）では、1口
2,000万円の出資に対し、出資期間7年におい
て、初期の5年間においては、減価償却費等の損
失負担が生じ、これがXらの他の所得から損益通
算されることにより、本来負担すべき所得税額及
び住民税額が合計2,350万円余軽減されること

となり、7年間における不動産賃貸事業による現
金収入360万円余及び7年後の不動産売却によ
る現金収入541万円余が得られることにより、
合計約3,258万円余の利益及び税負担の軽減と
いう税効果（投資利回り約163％）があるものと
想定されている。
　このような税効果が成立するためには、本件
LPSが我が国の法人税法上の「法人」又は「人
格のない社団等」に該当することなく、我が国に
おいても、いわゆるパススルー課税（構成員課
税）が行われることが前提となっている。これに
対し、各処分行政庁は、本件LPSが法人税法上
の「法人」に該当するものとして、Xらの上記損
益通算を否認したものである。
　なお、本件LPSは、米国では、州LPS法に基
づくLPSであり、信託（トラスト）に区分され
るもの又は米国法の定めに従って特例の取扱いが
されるもの以外のビジネス・エンティティであ
り、また、①財務省規則上の「corporation」と
して規定されている事業体にも該当せず、②2人
以上の構成員を有するため、コーポレーションと
しての課税又はパートナーシップとしての課税の
いずれかを選択することができる適格事業体であ
る。そして、本件LPSは、連邦課税上、パート
ナーシップとしての課税を選択したものとみなさ
れていることから、米国租税法上の納税義務者と
なっておらず、構成員であるXら投資家が納税義
務者となっている。
　そのほか、本件のB事件においては、不服申立
て前置等に係る本案前の争点が争われているが、
本稿においては、当該争点の詳述を省略する。

一、事実
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　財務会計基準機構（以下、「当財団」とい
う）では、四半期報告書セミナーを6月4日か
ら15日にかけて全国9か所11回にわたり開催
した。本稿は、主に同セミナーで説明した内容
を基に、平成24年6月第1四半期報告書の留意
点についてまとめたものである。また、第1四

半期／第3四半期及び第2四半期の記載方法の
相違点について説明した復習セッションに関す
る解説も含んでいる。
　なお、文中意見にわたる部分は私見であるこ
とをあらかじめお断りしておく。

主要な経営指標等の推移1
　主要な経営指標等の推移（以下、「ハイライ
ト情報」という）に掲載する情報には、遡及す
る項目と遡及しない項目が存在する。
　ハイライト情報の数値の多くは、四半期連結
財務諸表や注記事項に記載された数値から転記
されるものである。そのため、四半期連結財務
諸表等に含まれる経理の状況に係る比較情報に
ついて、遡及された数値が記載されている場合
は、遡及された数値がそのまま前年同四半期の
ハイライト情報に記載されることとなる。
　一方、遡及しない項目として「資本金」、「発
行済株式総数」及び「1株当たり配当額」があ
るが、これらはすべて四半期連結財務諸表を作
成していない場合のみ求められる項目である。
これらの項目は、遡及処理の考え方がなじまな

いため遡及適用が求められていない場合や、前
年と異なる数値の記載により財務諸表利用者の
誤解を招くおそれがあること等により、遡及処
理しない数値、すなわち、既に提出された前年
同四半期の四半期報告書に記載した数値をその
まま記載することとなる。

株式等の状況2
　昨年から適用された四半期報告書の記載の簡
素化に伴い、株式等の状況の記載の要件が変更
されている。「新株予約権等の状況」において
は、簡素化が適用される前は新株予約権又は新
株予約権付社債を発行している場合に所定の事
項を記載することとされていた。しかし、簡素
化が適用されてからは、当四半期会計期間に新
株予約権又は新株予約権付社債を発行した場合

非財務情報の留意点Ⅱ
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四半期報告書作成上の留意点（平成24年
6月第1四半期提出用）

公益財団法人財務会計基準機構　開示室グループ長　渡部　類

実務解説

は じ め にⅠ
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税 制 改 正 解 説

金山裕道

1. 改正の内容
（1）制度の概要
　農地等についての贈与税の納税猶予制度（措
法70の4①本文）の適用を受ける受贈者のうち
一定の者（以下〈5〉において「猶予適用者」とい
う。）が、贈与者の死亡の日前に納税猶予制度の適
用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の
全部又は一部について農業経営基盤強化促進法
による次の①から③までに掲げる貸付け（以下
〈5〉において「特定貸付け」という。）を行った場
合において、その特定貸付けを行った日から2ヶ
月以内に、特定貸付けを行っている旨の届出書
を納税地の所轄税務署長に提出したときは、そ
の猶予適用者に係る納税猶予制度の適用につい
ては、その特定貸付けを行った農地又は採草放
牧地の全部又は一部（以下〈5〉において「特定貸
付農地等」という。）に係る地上権、永小作権、使
用貸借による権利又は賃借権（以下〈5〉におい
て「賃借権等」という。）の設定はなかったもの
と、農業経営は廃止していないものとみなされ、
特定貸付農地等について引き続き贈与税の納税
猶予制度が適用される（新措法70の4の2①）。
①　賃借権等の設定による貸付けであって、農
業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定す

る農地保有合理化事業（同項第1号に掲げる
事業に限る。）のために行われるもの
②　賃借権等の設定による貸付けであって、農
業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定す
る農地利用集積円滑化事業（同項第1号に定
める事業（同号ハに掲げるものを除く。）及
び同項第2号に定める事業に限る。）のため
に行われるもの
③　賃借権等の設定による貸付けであって、農
業経営基盤強化促進法第20条に規定する農
用地利用集積計画の定めるところにより行わ
れるもの

（注1）「猶予適用者」とは、受贈者の次に掲げ
る区分に応じ、それぞれ次の要件を満たすも
のをいう（新措法70の4の2②）。
イ　特定貸付けを行った日において65歳以
上である受贈者　納税猶予の適用を受ける
贈与に係る贈与税の申告書の提出期限から
その貸付けを行った日までの期間（適用期
間）が10年以上であること。
ロ　イに掲げる受贈者以外の受贈者　適用期
間が20年以上であること。

（注2）特定貸付けを行った旨の届出書には、
特定貸付農地等の明細、貸付けの相手方、賃
借権の存続期間等を記載し、その行った特定

〈5〉		贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例の創設

平成24年度改正関係（承前）

平成23年12月・24年度
資産税関係の改正について（2・了）
平成23年12月・24年度
資産税関係の改正について（2・了）
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◆平成23年度税制改正は成立が遅れに遅れたうえに、一
部改正は見送りという事態となったが、平成24年度税制
改正はどうやら大丈夫そうだ。◆その理由の一つには、民
主・自民両党が、予算関連法案である平成24年度税制改正
法案をいち早く成立させたいと考えていることが挙げられ

る。◆両党は、近い将来の衆議院議員総選挙で大量に候補者を擁立す
るといわれている大阪維新の会が選挙体制を整える前に総選挙を実施
したいと考えている可能性がある。その一つの表れが平成24年度税
制改正の早期成立というわけだ。◆平成24年度税制改正があっさり
可決・成立するようなら、「選挙は近い」といえるかも知れない。		（Ｑ）
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今 週 の 専 門 用 語

S1＋S2方式
　株式保有特定会社の株式の評価方法として、財産評価基本通達189－3において
認められている評価方法のこと。納税者の選択により、純資産価額方式による評価額
と比べて、いずれか低い価額をもって株式の評価額とすることができる。「S1」の金
額では、実際の事業活動部分としての株式の価額について類似業種比準方式を部分的
に取り入れて評価する一方、「S2」の金額では、評価会社が所有する資産のうち、株
式等についてのみ純資産価額としての価値を反映させようとするものである。

書面によらない贈与
　書面によらない贈与については、民法550条が、「各当事者が撤回することができ
る。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」と規定していること
から、贈与の履行前は目的財産の確定的な移転があったということはできないとされ
ている。したがって、この場合の贈与の有無（目的財産の確定的な移転による贈与の
履行の有無）は、贈与された財産の管理・運用の状況等の具体的な事実に基づいて、
総合的に判断すべきものとされる。

経営承継円滑化法申請マニュアル（震災版）
　震災特例法第2弾により、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度に
ついて、認定会社が東日本大震災により受けた被害の態様に応じ、その認定会社の雇
用確保要件などが緩和されることになった。具体的には、「東日本大震災に対処する
ための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省
令」が平成23年12月14日から施行されたことに伴い、同省令に基づく確認の申
請等のためのマニュアルとなっている。

テキストボックス
◉週刊T&Amaster   商品概要     https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_2531.html☎0120-6021-86 　見本誌請求  http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html　　　　　　　　　  立ち読みコーナー　http://www.lotus21.co.jp/ta

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_2531.html
http://www.lotus21.co.jp/ta


税 実 務 Q & A

税 実 務 Q & A

税 実 務 Q & A

Q&A

Q&A
Q&A

税実務

Q&A Q&A

Q&A

Q
&A

税 実 務 Q & A

税 実 務 Q & A

Q&A

Q&A
Q&AQ&A

税 実 務 Q & A

青空税理士法人青山事務所　税理士　植松俊文
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被相続人の居住の用に供されていた宅地等
資産税▶相続税▶小規模宅地等の特例No.129

1．小規模宅地等の特例
　小規模宅地等の特例の適用が受けられる
のは、個人が相続又は遺贈により取得した
財産のうち、相続開始の直前において、そ
の相続若しくは遺贈に係る被相続人又はそ
の被相続人と生計を一にしていたその被相
続人の親族（以下「被相続人等」といいま
す。）の事業又は居住の用に供されていた
宅地等で一定の建物又は構築物の敷地の用
に供されていたもののうち、特定事業用宅
地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事
業用宅地等及び貸付事業用宅地等に該当す
るものに限られます（措法69条の4①）。
2．特定居住用宅地等
　被相続人等の居住の用に供されていた宅
地等で、次の要件を満たす被相続人の親族
が相続又は遺贈により取得した宅地等は小
規模宅地等の特例に規定する特定居住用宅
地等に該当します（措法69条の4③ニ、
措令40の2⑧）。
　被相続人の居住の用に供されていた宅地
等を取得した親族が相続開始前3年以内に
相続税法施行地内にあるその者又はその者
の配偶者の所有する家屋（相続開始の直前
において被相続人の居住の用に供されてい

た家屋を除く。）に居住したことが無く、
かつ、相続開始時から申告期限まで引き続
きその宅地等を有していること（被相続人
の配偶者又は相続開始直前において被相続
人の居住の用に供されていた家屋に居住し
ていた親族で法定相続人に該当する者がい
ない場合に限る）
3．入院により空家となっていた場合の特
　　例の適用の有無
　被相続人は相続開始前まで長期間入院さ
れていたとのことですが、病院の機能等を
踏まえると、被相続人が入院前まで居住し
ていた建物で起居しないのは一時的なもの
と認められますから、ご実家の建物が他の
用途に使用された等の特段の事情がない限
りは、被相続人の生活の拠点はご実家の建
物に置かれていると考えられるため、空家
となっていた期間の長短を問わず、その建
物の敷地は被相続人の居住の用に供されて
いた宅地に該当します。
　従ってご質問の場合、あなたがご実家の
土地建物を申告期限まで引き続き所有して
いる場合には、ご実家の建物の敷地は特定
居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特
例の適用があります。

　父は、病気のため病院に長期間入院していましたが、退院することなく先月亡くなりま
した。入院する前に父が住んでいた東京都三鷹市の実家の土地建物は、入院前の状態のま
ま空家になっていました。私は今まで独身で実家と同市内に借家住まいでしたが、この度
私が実家の土地建物を相続し居住しようと考えています。この場合、小規模宅地等の特例
は適用できるのでしょうか。母は5年前に既に他界しており、また、兄弟はいません。
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